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津波注意報が発表された場合の 

「避難情報」の発令内容を 

変更します 

市は、２月１日以降、気象庁が津波注意報を発表した 

際の「避難情報」を下記のとおり変更します。 

・津波注意報：防潮堤等から海側の区域（海岸付近）に 

対する避難指示を発令します。 

（避難行動の対象者は漁業従事者や港湾区域の 

就業者、海岸でのレジャー目的の滞在者などです） 

・津波警報 ：沿岸区域への避難指示を発令します。 

・大津波警報：沿岸区域への避難指示を発令します。 

市税等納期のお知らせ 

2月は、固定資産税第4期、 

国民健康保険税第8期、 

使用料等2月分の納期です。 

＜納付期限＞ ３月１日(月) 

忘れずに納付しましょう。 

「ユネスコ世界寺子屋運動」 

書き損じはがき 

集めています 

釜石ユネスコ協会では、各家庭に 

ある書き損じはがきを集めています。 

集まった書き損じはがきは換金されて 

世界各地の貧困地域で教育活動に 

役立てられます。 

回収箱設置場所 

栗橋地区生活応援センター 

回収期限 4月30日（金） 

※書き損じはがきのほかに 

「未使用切手」「図書券」「収入印紙」 

「未使用のプリペイドカード」お米券 

などの「各種金券」もお受けします。 

＜問い合わせ＞ 市まちづくり課 

（ ☎ 27-8454  ） 

シカ防護網配付します 

市はシカによる農作物被害を減少させるため、 

希望する農家などへ防護網を配付します。  

申込期間…2月15日(月)～26日(金) 

申込方法…市農林課または栗橋地区生活応援センター 

に備え付けの申請書・被害状況調査票を提出 

配付数…１世帯３反まで 

（希望者多数の場合は希望数に添えない場合があります） 

網の規格…高さ 2m×幅50m ／1反 

値段…2,000円／１反     配付予定…3月下旬 

＜問い合わせ＞ 市農林課（ ☎ 27-8426 ） 

新型コロナワクチンの特殊詐欺にご注意ください 

市役所職員を名乗る男が、「お金を払えば新型コロナワクチンを優先的に接種できる」などと嘘を

語り金銭をだまし取ろうとする不審電話が発生しています。市職員が新型コロナワクチンの接種に

関し金銭を要求することはありませんのでご注意ください。 

【防犯ポイント】 

 １．電話の相手が公的機関を名乗っても、金銭を要求されたときは一旦電話を切り、 

家族や栗橋地区生活応援センターへ相談しましょう。 

 ２．新型コロナワクチンについては国や自治体が発信する情報を確認し、 

不明な点は栗橋地区生活応援センターに問い合わせましょう。 

＜問い合わせ＞ 栗橋地区生活応援センター（ ☎ 57-2111 ）  
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人権に配慮し、差別・偏見・誹謗中傷はやめましょう 

インターネット、SNS、噂等で、新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が 

流れていますが、中には事実に反するデマ情報、不確かな情報も含まれています。 

公的機関が発信する正確な情報に基づき冷静に行動し、デマ情報、不確かな情報 

に惑わされることのないようにお願いします。 

新型コロナウイルス感染症と闘っている患者の方はもとより、感染リスクを抱えながら命と健康を守る

医療行為を行っている医療関係者、社会経済活動を維持する上で不可欠な仕事に従事している職種

の皆さんがいます。 

これらの方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決して許されません。 

新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる病気です。相手を思いやる気持ちを持ち、 

改めて、一人ひとりができる感染防止対策に努めましょう。 

１．かかりつけ医に電話で相談できるようになりました 

 まずは、かかりつけ医など、地域の身近な医療機関に電話で相談しましょう。 

２．相談する医療機関に迷ったら「受診・相談センター」に相談しましょう 

 かかりつけ医がない方、どの医療機関に相談したらよいか迷う場合には、 

「受診・相談センター」に電話で相談しましょう。 

●発熱などの症状がある人を対象とした相談 「受診・相談センター」 (☎ 019-651-3175)  

  受付時間 ： 24時間 全日（土日・祝日を含む） 

●予防法などの一般的な相談 「新型コロナウイルス感染症相談窓口」 (☎ 019-629-6085) 

  受付時間 ： 9時～21時 全日（土日・祝日を含む） 

🌺 健康相談のご案内です 🌺 

令和3年度各種がん検診の申し込みが始まります 

・申込書は3月上旬までにお届けします 

申込書が届かない場合は健康推進課（☎22-0179）までご連絡ください。 

【申込期間】 3月31日（水）まで   

   がんは、日本人の2人に1人が生涯において一度はかかり、3人に1人は何らかのがんが原因で

死亡しています。また、日本人の死亡原因の第1位はがんです。 

   しかし、早期発見・早期治療ができれば、治癒率はぐんと高くなると言われています。 

がんから身を守るために、ぜひ、がん検診を受けましょう！ 

<栗林地区> 

3月10日(水)10時～ 

○栗林コミュニティ消防センター 

※感染状況により、急遽開催を中止することがありますので、ご了承ください。 

<橋野地区> 

3月12日(金)10時～ 

○橋野ふれあいセンター 

 

※橋野地区は 

高橋さんによる

お楽しみ会に 

なります。 

よろしくお願い 

します。 


